
学生（学部・大学院）の皆さんへ 

顕彰学生（団体及び個人）募集期間の延長について 
 

大阪市立大学及び教育後援会では、（A）優秀な成績を収めたクラブやサークル（団体及び個人）、（B）難しい

資格試験や検定試験で優秀な成績を収めた個人、（C）ボランティア活動や社会貢献において顕著な活動を行った

団体や個人を表彰いたします。 

 下記のとおり募集を行いますので該当者あるいは該当団体は次の応募方法に従い奮ってご応募ください。（自

薦、他薦は問いません） 

顕彰対象 

 （Ａ）優秀課外活動賞（最優秀課外活動賞、優秀課外活動新人賞および優秀課外活動賞） 

課外活動において顕著に優秀な成績を収めた団体または個人 

なお、本年度については、新型コロナウィルスの影響により正式な大会等が行われず、そのために目に 

見えた形の成果が得られなかった団体・個人もあることを考慮し、大会等に代わる活動や取り組みで顕 

著な成果（社会的貢献を含む）が得られた団体・個人があれば、それも顕彰の対象にすることにします。 

 （Ｂ）資格試験優秀成績賞 

次の資格試験に合格した者 

① 国家公務員採用総合職試験 

② 公認会計士試験（論文式） 

③ 税理士試験（一部科目合格者を除く） 

④ 実用英語技能検定試験１級 あるいは TOEIC 900 点以上 

⑤ 日本商工会議所簿記検定試験 1 級 

⑥ 司法試験（論文式） 

⑦ その他顕彰学生選考委員会で認めたもの 

 （Ｃ）社会貢献活動賞 

ボランティア活動・地域貢献等において活動実績が認められ、他の学生の模範となった団体または個人 

顕彰対象となる成績等を収めた期間 
令和２年１月１日～令和２年１２月３１日の期間に行われたものとする。 

募集対象 
本学に在籍する学生（学部、大学院） 

受賞回数の制限 
個人の同一部門における受賞回数は、原則として１回限りとする。 

なお、団体の受賞回数は、特に制限を設けない。 

募集期間 

 (1)上記顕彰対象の（Ａ）と（Ｃ） 
   令和 2 年 11 月 12 日（木）～令和 3 年 1 月 11 日（月）⇒ 令和 3 年１月 25 日（月）に期間延長 

 (2)上記顕彰対象の（Ｂ） 
   令和 2 年 11 月 12 日（木）～令和 3 年 1 月 11 日（月）⇒ 令和 3 年 2 月 22 日（月）に期間延長 

応募方法：応募は以下の手順で行ってください。 

〈1〉「令和２年度 顕彰応募用紙」（Word）をダウンロードし、必要事項を記載の上、ファイルを添付して 

j-kensyo@osaka-cu.com まで、メール送信してください。 

〈2〉次に、上記応募用紙の[提出書類]の欄に記載した書類・資料等のコピーを応募締切日までにメール送信また

は教育後援会事務局に持参提出してください。 

（田中記念館２階 9：30～17：00（土日祝を除く）） 

【応募用紙記載上の注意事項】 
①（申請者） 

   団体を対象とした顕彰の応募については、クラブ・サークル団体の代表者（主将等）の氏名を、個人を対

象とした顕彰の申請については申請者本人の氏名を記載してください。 

②（提出書類） 

   顕彰対象（A）については、競技あるいは演奏等のコンクールの主催団体名と参加校が分かる大会パンフ

レット等および成績の分かる賞状等の資料。 

今年度は、これらに替わる、活動を客観的に評価したと思われる資料、活動記録なども含めます。 

顕彰対象（B）については、公式認定書、合格書または内定書等のコピー。 

顕彰対象（C）につては、新聞記事や表彰状等があればそのコピー。 

顕彰式典 
開催日時は未定 

問合せ先：大阪市立大学教育後援会 電話 06-6605-3420 mail：j-kensyo@osaka-cu.com 


